
大川市介護職員初任者研修受講支援事業助成金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における介護保険サービスに係る雇用確保及び介

護保険サービスの安定供給を図るため、介護職員初任者研修課程の研修

（以下「初任者研修」という。）を修了し、かつ、市内の介護保険サー

ビス事業所に就業する者に対し、予算の範囲内において交付する介護職

員初任者研修受講支援事業助成金（以下「助成金」という。）につい

て、大川市補助金等交付規則（昭和５６年大川市規則第７号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１） 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修を

いう。 

（２） 介護保険サービス事業所 介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条及び第８条の２に規定する事業（これらの条に規定する訪

問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防

訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉

用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。）、

大川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年２月１

日施行。以下「総合事業実施要綱」という。）第１２条第１号アに規

定する旧介護予防訪問介護相当サービス又は総合事業実施要綱第１２

条第２号アに規定する旧介護予防通所介護相当サービスを提供し、又

は施設を運営する事業所をいう。 

（３） 介護職員 就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等に

直接雇用され、介護保険サービス事業所において介護従事者として勤

務する者（非常勤等勤務者を含む。）であり、看護師、准看護師、栄

養士及び事務員等の他の職務のみに従事する者は含まない。 

 



（助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、申

請日において次の要件を満たす者とする。 

（１） 初任者研修を修了しており、かつ、その修了日が申請日の属す

る年度の前年度の４月１日以降であること。 

（２） 市内に住所を有すること。 

（３） 市税を滞納していないこと。 

（４） 初任者研修開始時に介護保険サービス事業所の運営法人等に就

職又は内定しておらず、かつ、研修修了後に介護職員として市内の介

護保険サービス事業所に就職し、継続して３箇月以上就業しているこ

と。ただし、初任者研修開始時に総合事業実施要綱第１２条第２号イ

に規定する緩和した基準によるサービスに従事する介護職員である場

合は、研修開始時の介護保険サービス事業所の運営法人等への就職の

有無は問わない。 

２ 前項の規定にかかわらず、初任者研修の受講に係る経費について既に

助成金等を受けている場合又は初任者研修が学校授業の一環として実施

された場合は、この助成金の交付の対象とはしないものとする。 

 

（助成金交付対象経費） 

第４条 助成金の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、研修に

係る受講料及び教材費（以下「受講料等」という。）とし、入会金、交

通費、保険料、分割払いの場合における手数料、修了評価不合格者の追

試等に係る追加費用等は、助成対象外とする。 

 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、対象経費（就業先である市内の介護保険サービス

事業所の運営法人等から当該経費について助成を受け、又は受ける予定

である場合には、受講料等から当該助成等に係る経費を控除した後の経

費）と助成限度額５万円を比較して、低い方の額とする。 

 

（助成金の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）

は、市長が別に定める期日までに、介護職員初任者研修受講支援事業助



成金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 研修実施者が発行する受講料等の領収書の写し 

（２） 研修実施者が発行する修了証明書の写し 

（３） 就業先である市内の介護保険サービス事業所の運営法人が発行

する就業証明書（申請日の１４日前までに発行されたもの） 

（４） 前３号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請について変更が生じた場合は、速やかに市長に届

け出なければならない。 

 

（助成金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に

ついてその内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、介護職員初任者

研修受講支援事業助成金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）によ

り、申請者に通知するものとする。この場合において、必要があるとき

は、条件を付すことができる。 

 

（交付申請の取下げ） 

第８条 第６条第１項の規定による申請をした者は、前条の規定による通

知を受けた場合において、当該申請を取り下げようとするときは、介護

職員初任者研修受講支援事業助成金交付申請取下書（様式第３号）にそ

の理由を付して市長に届け出なければならない。 

 

（助成金の請求） 

第９条 申請者は、第７条の規定により助成金の交付決定を受けたときは、

介護職員初任者研修受講支援事業助成金請求書（様式第４号）により助

成金の請求をしなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第１０条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受け、これを適当と

認めるときは、助成金を交付するものとする。 

 

（助成金の交付決定の取消し及び返還） 



第１１条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護

職員初任者研修受講支援事業助成金交付決定取消通知書（様式第５号）

により、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

（１） 虚偽又は不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２） 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 第８条の規定により申請の取下げを受け、かつ、既に助成金の

交付を決定していたとき。 

（４） その他この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の取消しにより、申請者に損害が生じても、その賠償の責

めを負わない。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

付  則  

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

付  則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 


